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は
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め
に

　

在
庫
な
ど
の
資
産
の
過
大
計
上
、
架
空
売
上
に
よ
る
利
益
の
水
増
し
、
負
債
の
過
小
計
上
な
ど
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ

る
企
業
会
計
の
慣
行
（
会
社
法
四
三
一
条
）
か
ら
逸
脱
す
る
会
計
処
理
（
以
下
「
会
計
不
正
」
と
い
う
）
に
よ
り
、
内
容
に
重
要
な
違

法
が
あ
る
計
算
書
類
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
計
算
書
類
を
承
認
す
る
定
時
株
主
総
会
の
決
議
（
会
社
法
四
三
八
条
二
項
）、

お
よ
び
そ
れ
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
取
締
役
会
の
決
議
（
会
社
法
四
三
六
条
三
項
）
の
有
効
性
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
定
時
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株
主
総
会
に
よ
る
承
認
決
議
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
に
て
検
討
し
、
会
社
法
下
で
は
決
議
を
無
効
と
解
さ
な
い
余
地

が
あ
る
旨
を
指
摘
し
た（

（
（

。
ま
た
、
取
締
役
会
に
よ
る
承
認
決
議
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
も
、
別
稿（

（
（

に
て
分
析
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
本

稿
は
、
こ
れ
ら
の
別
稿
に
お
け
る
検
討
結
果
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
、
取
締
役
会
設
置
会
社（

（
（

を
検
討
対
象
と
し
て
、
定
時
株
主
総
会

の
承
認
決
議
と
、
取
締
役
会
の
承
認
決
議
の
両
方
に
つ
き
、
決
議
の
有
効
性
の
問
題
を
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か

に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う（

（
（

。

二　

制
度
の
確
認

（
一
）
計
算
書
類
の
承
認
手
続

　

ま
ず
、
計
算
書
類
の
承
認
手
続
に
関
す
る
会
社
法
の
規
定
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
株
式
会
社
は
、
各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類

お
よ
び
そ
の
附
属
明
細
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
四
三
五
条
二
項
、
会
社
計
算
規
則
五
九
条
一
項
）。
会
社
が
作
成
し

た
各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
お
よ
び
附
属
明
細
書
は
、
監
査
役
設
置
会
社
（
監
査
役
の
監
査
の
範
囲
を
会
計
に
関
す
る
も
の
に
限

定
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
株
式
会
社
を
含
み
、
会
計
監
査
人
設
置
会
社
を
除
く
）
に
お
い
て
は
監
査
役
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
会
社
法
四
三
六
条
一
項
）。
ま
た
、
会
計
監
査
人
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
会
計
監
査
人
の
監
査
お
よ
び
監
査
役
（
監
査

等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
等
委
員
会
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
監
査
委
員
会
）
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
会
社
法
四
三
六
条
二
項
一
号
）。
そ
し
て
、
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
前
記
の
監
査
（
会
社
法
四
三
六
条
一
項
ま
た
は

二
項
一
号
の
監
査
）
を
受
け
た
計
算
書
類
お
よ
び
そ
の
附
属
明
細
書
は
、
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
四

三
六
条
三
項
）。
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
た
計
算
書
類
は
、
定
時
株
主
総
会
（
会
社
法
二
九
六
条
一
項
）
の
招
集
の
通
知
に
際
し
て

株
主
に
提
供
し
（
会
社
法
四
三
七
条
）、
定
時
株
主
総
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
四
三
八
条
二
項
）。
た
だ
し
、
会
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計
監
査
人
設
置
会
社
で
あ
り
、
か
つ
取
締
役
会
設
置
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
に
お
い
て
、
計
算
書
類
が
法
令
お
よ
び
定
款
に
従
い
会

社
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
を
正
し
く
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
計
算
書
類
は
定
時
株

主
総
会
の
承
認
を
要
し
な
い
（
会
社
法
四
三
九
条
前
段
、
会
社
法
施
行
規
則
一
一
六
条
五
号
、
会
社
計
算
規
則
一
三
五
条
）。
こ
の
場
合
に

は
、
取
締
役
は
、
定
時
株
主
総
会
で
当
該
計
算
書
類
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法
四
三
九
条
後
段
）。

（
二
）
承
認
手
続
と
財
源
規
制
と
の
関
係

　

平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
で
は
、
中
間
配
当
の
上
限
額
は
「
最
終
ノ
貸
借
対
照
表
上
ノ
純
資
産
額
」
を
基
礎
に
算
定
さ
れ
た
が

（
同
法
二
九
三
条
ノ
五
第
三
項
）、
こ
れ
以
外
に
、
財
源
規
制
の
基
準
と
な
る
貸
借
対
照
表
が
ど
の
事
業
年
度
に
係
る
も
の
か
に
つ
い

て
、
明
文
規
定
は
な
か
っ
た
。

　

会
社
法
下
の
財
源
規
制
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
剰
余
金
の
配
当
お
よ
び
一
定
の
自
己
株
式
の
有
償
取
得
に
よ
り
株
主

に
対
し
て
交
付
す
る
金
銭
等
の
帳
簿
価
額
の
総
額
は
、
当
該
行
為
が
そ
の
効
力
を
生
じ
る
日
に
お
け
る
分
配
可
能
額
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
（
会
社
法
四
六
一
条
一
項
）。
分
配
可
能
額
は
、
最
終
事
業
年
度
（
会
社
法
二
条
二
四
号
）
の
末
日
に
お
け
る
剰
余
金
の
額
（
そ

の
他
資
本
剰
余
金
と
そ
の
他
利
益
剰
余
金
の
合
計
額
）
を
算
定
の
出
発
点
と
す
る
（
会
社
法
四
六
一
条
二
項
一
号
、
四
四
六
条
一
号
イ
～
ホ
、

会
社
法
施
行
規
則
一
一
六
条
一
〇
号
、
会
社
計
算
規
則
一
四
九
条
）。
す
な
わ
ち
、
分
配
可
能
額
は
、
最
終
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
上

の
計
数
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
。

　

最
終
事
業
年
度
は
、「
各
事
業
年
度
に
係
る
第
四
三
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
に
つ
き
第
四
三
八
条
第
二
項
の
承
認

（
第
四
三
九
条
前
段
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
四
三
六
条
第
三
項
の
承
認
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
事
業
年
度
の
う
ち

最
も
遅
い
も
の
」
を
い
う
（
会
社
法
二
条
二
四
号
）。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
、
各
事
業
年
度
に
係
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
、
定
時

株
主
総
会
の
承
認
（
会
社
法
四
三
八
条
二
項
）
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
各
事
業
年
度
の
う
ち
最
も
遅
い
も
の
を
指
す
。
例
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外
と
し
て
、
会
計
監
査
人
設
置
会
社
で
あ
り
、
か
つ
取
締
役
会
設
置
会
社
で
あ
る
株
式
会
社
に
お
い
て
、
あ
る
事
業
年
度
に
係
る
計

算
書
類
が
法
令
・
定
款
に
従
い
会
社
の
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
を
正
し
く
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
を
満
た
す

た
め
、
当
該
計
算
書
類
に
つ
き
定
時
株
主
総
会
の
承
認
を
要
し
な
い
場
合
に
は
（
会
社
法
四
三
九
条
前
段
、
会
社
法
施
行
規
則
一
一
六

条
五
号
、
会
社
計
算
規
則
一
三
五
条
）、
当
該
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
定
時
株
主
総
会
で
は
な
く
取
締
役
会
の
承
認
（
会
社
法
四
三
六
条

三
項
）
を
受
け
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て
、
最
終
事
業
年
度
が
決
定
さ
れ
る
。

　

最
終
事
業
年
度
の
定
義
規
定
で
あ
る
会
社
法
二
条
二
四
号
の
文
理
に
よ
れ
ば
、
あ
る
事
業
年
度
の
計
算
書
類
を
承
認
す
る
定
時
株

主
総
会
・
取
締
役
会
の
決
議
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
計
算
書
類
は
同
号
に
い
う
「
承
認
…
…
を
受
け
た
」
と
の
要
件
を
満

た
さ
な
い
か
ら
、
当
該
計
算
書
類
に
係
る
事
業
年
度
は
最
終
事
業
年
度
に
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
有

無
は
、
最
終
事
業
年
度
の
決
定
、
ひ
い
て
は
分
配
可
能
額
の
算
定
方
法
に
影
響
を
与
え
る
。

三　

学
説
・
判
例
・
裁
判
例

　

内
容
に
重
要
な
違
法
の
あ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
・
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
整
理

し
た
の
で（

（
（

、
こ
こ
で
は
概
要
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。
す
な
わ
ち
、
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
は
、
決

議
の
内
容
に
法
令
違
反
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
無
効
と
解
す
る
の
が
、
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
で
も
、
会
社
法
下
で
も
、
一
貫

し
て
通
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
株
主
総
会
決
議
に
つ
き
会
社
法
八
三
〇
条
二
項
参
照
。
以
下
こ
の
通
説
を
「
承
認
決
議
無
効
説
」
と
呼

ぶ
）（

（
（

。

　

会
社
法
制
定
前
の
判
例
・
裁
判
例
に
は
、
違
法
な
内
容
の
計
算
書
類
を
承
認
す
る
定
時
株
主
総
会
の
決
議
は
無
効
と
す
る
も
の
と

（
大
判
昭
和
四
年
七
月
八
日
民
集
八
巻
七
〇
七
頁
、
東
京
地
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
三
号
五
八
頁
）、
当
然
無
効
の
も
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の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
（
大
決
昭
和
四
年
一
二
月
一
六
日
新
聞
三
〇
八
二
号
九
頁
）。
会
社
法
制
定
後
の
裁

判
例
に
は
、
内
容
に
重
要
な
違
法
の
あ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
有
効
性
に
つ
き
直
接
判
断
し
た
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、
東

京
高
判
令
和
元
年
五
月
一
六
日
判
例
時
報
二
四
五
九
号
一
七
頁
（
オ
リ
ン
パ
ス
事
件
高
裁
判
決
）
が
参
考
に
な
る
。
同
事
件
で
は
、
分

配
可
能
額
規
制
に
違
反
す
る
剰
余
金
の
配
当
が
な
さ
れ
た
と
し
て
、
会
社
法
四
六
二
条
一
項
に
基
づ
く
取
締
役
の
責
任
の
成
否
が
争

わ
れ
た
。
被
告
取
締
役
が
「
計
算
書
類
の
記
載
に
虚
偽
が
あ
る
場
合
、
計
算
書
類
に
関
す
る
取
締
役
会
の
承
認
決
議
は
無
効
と
な

る
」
と
主
張
し
て
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
分
配
可
能
額
を
採
用
す
べ
き
旨
を
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
「
仮
に
計
算
書
類

の
承
認
決
議
に
無
効
事
由
が
あ
る
こ
と
が
後
に
判
明
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
分
配
可
能
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
「
最

終
事
業
年
度
の
末
日
」
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
う
ち
「
仮
に
計
算
書
類
の
承
認
決
議
に
無
効
事
由
が

あ
る
こ
と
が
後
に
判
明
し
た
と
し
て
も
」
と
い
う
部
分
は
、
承
認
決
議
無
効
説
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

分
配
可
能
額
の
算
定
方
法

　

二
（
二
）
で
述
べ
た
と
お
り
、
計
算
書
類
を
承
認
す
る
定
時
株
主
総
会
・
取
締
役
会
の
決
議
の
有
効
性
の
問
題
は
、
分
配
可
能
額

の
算
定
方
法
（
具
体
的
に
は
、
ど
の
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
剰
余
金
の
額
を
算
定
の
出
発
点
に
す
る
か
）
に
影
響
を
与
え
う
る
。
そ

こ
で
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
、
承
認
決
議
無
効
説
に
立
つ
場
合
と
立
た
な
い
場
合
と
で
、
分
配
可
能
額

の
算
定
方
法
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
う
る
か
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
こ
う（

（
（

。

（
一
）
承
認
決
議
無
効
説
に
立
つ
場
合

　

承
認
決
議
無
効
説
に
立
ち
、
か
つ
、
最
終
事
業
年
度
の
定
義
規
定
（
会
社
法
二
条
二
四
号
）
を
文
理
解
釈
す
る
限
り
、
内
容
に
重
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要
な
違
法
が
あ
る
計
算
書
類
は
同
号
に
お
け
る
「
承
認
（
中
略
）
を
受
け
た
場
合
」
に
該
当
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
古
い
事

業
年
度
の
貸
借
対
照
表
上
の
計
数
が
、
分
配
可
能
額
算
定
の
出
発
点
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
会
計
不
正
が
複
数
の
事
業
年

度
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
行
わ
れ
、
そ
の
間
の
す
べ
て
の
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
何

年
も
前
の
貸
借
対
照
表
上
の
計
数
が
分
配
可
能
額
算
定
の
出
発
点
に
な
り
う
る
。

　

ま
た
、
承
認
決
議
無
効
説
に
立
つ
と
、
仮
に
会
計
不
正
が
、
あ
る
過
去
の
事
業
年
度
（
以
下
「
過
年
度
」
と
い
う
）
に
お
い
て
の

み
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
過
年
度
の
計
算
書
類
を
訂
正
し
、
あ
ら
た
め
て
承
認
決
議
を
行
わ
な
い
限
り
、
当
該
過
年
度

の
計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
よ
り
後
の
事
業
年
度
（
以
下
「
後
続
期
」
と
い
う
）
の
計
算
書
類
の
承
認
決
議
も
ま

た
、
す
べ
て
無
効
と
な
る
場
合
が
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
会
計
不
正
が
未
だ
発
覚
し
て
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
後
続
期
の
計
算

書
類
が
、
過
年
度
の
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
を
仮
に
訂
正
し
た
と
す
れ
ば
生
じ
う
る
累
積
的
影
響
額
を
反
映
せ
ず
に
作
成
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
過
年
度
の
計
算
書
類
に
つ
き
訂
正
・
再
決
議
が
行
わ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
後
続
期
の
計
算
書
類
の

内
容
が
変
動
し
う
る
か
ら
、
後
続
期
の
計
算
書
類
の
承
認
決
議
は
す
べ
て
無
効
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
最
三
小
判
昭
和
五
八
年

六
月
七
日
民
集
三
七
巻
五
号
五
一
七
頁
〔
チ
ッ
ソ
株
主
総
会
決
議
取
消
請
求
事
件
最
高
裁
判
決
〕
参
照
）。
そ
う
す
る
と
、
最
終
事
業
年
度

の
定
義
規
定
（
会
社
法
二
条
二
四
号
）
に
い
う
「
承
認
（
中
略
）
を
受
け
た
場
合
」
を
文
理
解
釈
す
る
限
り
、
過
年
度
お
よ
び
後
続
期

は
最
終
事
業
年
度
と
は
な
り
え
ず
、
よ
り
古
い
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
を
基
礎
に
分
配
可
能
額
を
算
定
す
べ
き
こ
と
に
な
り
そ
う

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
会
社
法
制
定
に
よ
り
最
終
事
業
年
度
の
概
念
が
導
入
さ
れ
る
よ
り
も
前
は
、
前
記
の
よ
う
に
よ
り
古
い
事
業
年

度
に
遡
っ
て
配
当
財
源
を
計
算
す
る
と
い
う
考
え
方
は
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
配
当
の
時
か
ら
み
て
最
も
近
い
決
算
時
の
貸
借
対
照
表

上
の
数
値
に
基
づ
い
た
財
源
規
制
が
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る（

（
（

。
財
源
規
制
は
、
現
在
の
株
主
と
会
社
債
権
者
と
の
利
害
調
整

を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
、
会
社
法
下
で
も
、
配
当
の
時
点
に
で
き
る
だ
け
近
い
会
計
数
値
を
用
い
て
分
配
可
能
額
を
算
定
す
る
の
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が
適
切
で
あ
ろ
う
（
前
掲
東
京
高
判
令
和
元
年
五
月
一
六
日
参
照
）。
承
認
決
議
無
効
説
に
立
ち
つ
つ
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
理
由
づ

け
る
法
解
釈
と
し
て
は
、
計
算
書
類
の
承
認
決
議
が
無
効
で
あ
っ
て
も
外
形
的
に
承
認
決
議
が
あ
れ
ば
、
最
終
事
業
年
度
の
定
義
規

定
（
会
社
法
二
条
二
四
号
）
に
お
け
る
「
承
認
（
中
略
）
を
受
け
た
場
合
」
に
該
当
す
る
と
解
す
る
と
い
う
も
の
や（

（
（

、「
承
認
（
中
略
）

を
受
け
た
」
と
い
う
要
件
は
、
違
法
な
内
容
を
含
む
計
算
書
類
の
承
認
決
議
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
適
用
が
な
い
と
限
定
解
釈
す

る
と
い
う
も
の（

（1
（

が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
も
同
号
の
文
理
か
ら
離
れ
た
解
釈
と
な
る
こ
と
が
課
題
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
承
認
決
議
無
効
説
に
立
た
な
い
場
合

　

承
認
決
議
無
効
説
に
立
た
な
け
れ
ば
、
最
終
事
業
年
度
の
定
義
規
定
の
文
理
解
釈
に
よ
っ
て
、
会
社
法
制
定
前
の
考
え
方
と
同
様

な
結
論
を
導
け
る
。
す
な
わ
ち
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
っ
た
と
し
て
も
承
認
決
議
は
無
効
に
な
ら
な
い
と
考
え
る

か
ら
、
そ
の
計
算
書
類
は
会
社
法
二
条
二
四
号
に
い
う
「
承
認
（
中
略
）
を
受
け
た
場
合
」
と
い
う
要
件
を
満
た
す
。
し
た
が
っ
て
、

当
該
計
算
書
類
に
係
る
事
業
年
度
を
最
終
事
業
年
度
と
し
て
分
配
可
能
額
を
算
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
直
近
の
貸
借
対
照
表
の

内
容
に
は
、
重
要
な
違
法
が
あ
る
。
そ
の
違
法
な
内
容
に
基
づ
い
て
分
配
可
能
額
を
算
定
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
貸
借
対
照
表
が

一
般
に
公
正
妥
当
な
企
業
会
計
の
慣
行
か
ら
逸
脱
せ
ず
に
作
成
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
算
定
さ
れ
う
る
分
配
可
能
額
を
用
い
て
財
源

規
制
を
適
用
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
承
認
決
議
を
無
効
で
な
い
と
解
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
け
る
か
否
か
が
、

さ
ら
な
る
検
討
課
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
五
で
は
、
会
社
法
下
に
お
け
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
法
的
意

義
を
確
認
す
る
。
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五　

計
算
書
類
の
承
認
決
議
の
法
的
意
義

（
一
）
定
時
株
主
総
会
に
よ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議

　

ま
ず
、
定
時
株
主
総
会
に
よ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
（
会
社
法
四
三
八
条
二
項
）
の
法
的
意
義
に
つ
い
て
確
認
す
る（

（1
（

。
平
成
一

七
年
改
正
前
商
法
下
で
は
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
営
業
報
告
書
と
と
も
に
、「
利
益
ノ
処
分
又
ハ
損
失
ノ
処
理
ニ
関
ス
ル

議
案
」
が
計
算
書
類
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
（
同
法
二
八
一
条
一
項
各
号
）。
こ
れ
ら
の
計
算
書
類
は
、
営
業
報
告
書
を
除
き
定
時
株

主
総
会
で
の
承
認
を
要
し
た
（
同
法
二
八
三
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
同
法
下
に
お
い
て
は
、
計
算
書
類
の
承
認
手
続
と
配
当
手
続
は

制
度
的
に
一
体
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
法
制
度
の
も
と
、
当
時
の
学
説
に
は
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
内
容

が
配
当
可
能
利
益
の
確
定
に
か
か
わ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
配
当
の
決
定
権
限
が
株
主
総
会
に
帰
属
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
貸
借

対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
内
容
の
決
定
権
限
は
株
主
総
会
に
帰
属
す
る
と
解
す
る
も
の
が
あ
っ
た（

（1
（

。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
貸
借

対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
の
内
容
の
決
定
は
業
務
執
行
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
権
限
は
取
締
役
（
会
）
に
帰
属
す
る
と
の
反
対
説
が

あ
っ
た（

（1
（

。
仮
に
前
者
の
学
説
の
よ
う
に
、
定
時
株
主
総
会
に
計
算
書
類
の
内
容
の
決
定
権
限
（
す
な
わ
ち
、
計
算
書
類
の
作
成
権
限
）

が
帰
属
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
定
時
株
主
総

会
の
決
議
は
、
決
議
の
内
容
（
計
算
書
類
の
内
容
を
、
当
該
違
法
な
も
の
に
決
定
す
る
旨
）
が
法
令
に
違
反
す
る
と
い
え
る
た
め
、
無

効
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
る
だ
ろ
う
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
五
二
条
参
照
）。

　

会
社
法
は
、
計
算
書
類
と
し
て
の
利
益
処
分
案
・
損
失
処
理
案
を
廃
止
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
分
配
可
能
額
規
制
（
会
社
法
四
六

一
条
一
項
八
号
）
に
反
し
な
い
限
り
、
い
つ
で
も
何
度
で
も
、
原
則
と
し
て
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
配
当
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
た
（
会
社
法
四
五
四
条
一
項
・
四
項
）。
す
な
わ
ち
、
会
社
法
下
で
は
、
計
算
書
類
の
承
認
手
続
と
配
当
手
続
は
別
個
の

制
度
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
計
算
書
類
の
内
容
の
作
成
権
限
が
株
主
総
会
に
帰
属
す
る
と
の
前
記
学
説
が
前
提
と
し
て
い
た
制
度



453

違法な内容の計算書類の承認決議

は
、
も
は
や
会
社
法
下
で
は
維
持
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
計
算
書
類
の
作
成
は
業
務
執
行
の
一
環
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
権
限
は
、

取
締
役
会
に
帰
属
す
る
（
会
社
法
三
六
二
条
二
項
一
号
、
三
九
九
条
の
一
三
第
一
項
一
号
、
四
一
六
条
一
項
一
号
）。
定
時
株
主
総
会
に
お

け
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
は
、
計
算
書
類
の
作
成
行
為
で
は
な
く
、
取
締
役
会
が
作
成
し
た
計
算
書
類
の
内
容
が
一
般
に
公
正
妥

当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
照
ら
し
て
正
確
で
あ
る
と
い
う
、
株
主
総
会
と
し
て
の
認
識
を
表
明
す
る
も
の
（
観
念
の
表

示
ま
た
は
観
念
の
通
知
）
と
い
え
よ
う（

（1
（

。
仮
に
定
時
株
主
総
会
が
違
法
な
内
容
の
計
算
書
類
を
適
法
で
あ
る
と
認
識
し
、
そ
の
（
客
観

的
に
は
誤
り
で
あ
る
）
認
識
を
承
認
決
議
の
形
で
表
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
は
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
場

合
に
も
承
認
決
議
の
内
容
は
適
法
で
あ
り
、
た
だ
決
議
に
お
い
て
承
認
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
計
算
書
類
の
内
容
に
違
法
が
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
会
社
法
下
で
は
承
認
決
議
を
無
効
と
解
さ
な
い
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
承
認
決
議
が
計
算
書

類
の
作
成
行
為
で
な
い
と
す
れ
ば
、
当
該
決
議
を
無
効
と
解
さ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
内
容
に
重
要
な
違
法
の
あ
る
貸
借
対
照
表
の

数
値
に
基
づ
い
て
分
配
可
能
額
を
算
定
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

（
二
）
取
締
役
会
に
よ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議

　

次
に
、
取
締
役
会
に
よ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
（
会
社
法
四
三
六
条
三
項
）
の
法
的
意
義
に
つ
い
て
、
制
度
の
変
遷（

（1
（

を
参
照
し

な
が
ら
検
討
す
る
。

　

計
算
書
類
に
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
が
明
文
化
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
五
六
年
の
商
法
改
正
の
時
で
あ
る
（
同
法
二
八
一
条

一
項
）。
た
だ
、
計
算
書
類
の
監
査
手
続
と
取
締
役
会
に
よ
る
承
認
決
議
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
制
定
ま
で
の
間
、

明
文
規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
学
説
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
六
年
の
商
法
改
正
前
後
で
一
貫
し
て
、
計
算
書
類
を
監
査
手
続
に
付

す
前
に
、
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
計
算
書
類
の
作
成
は
重
要
な
業
務
執
行
で
あ
る

こ
と
や
、
取
締
役
会
に
お
い
て
計
算
書
類
の
内
容
に
関
し
て
審
議
を
尽
く
し
た
う
え
で
監
査
手
続
に
付
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
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ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
一
四
年
の
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
商
法
特
例
法
）
の
改
正
で
創
設
さ
れ
た

委
員
会
等
設
置
会
社
で
は
、
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
の
決
議
は
、
会
計
監
査
人
の
監
査
お
よ
び
監
査
委
員
会
の
監
査
の
後

に
行
う
こ
と
が
明
文
で
規
定
さ
れ
た
（
同
法
二
一
条
の
二
六
第
四
項
）。
こ
れ
は
、
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
け
る
監
査
委
員
会
は
、

取
締
役
会
の
内
部
機
関
で
あ
る
と
こ
ろ
、
上
位
機
関
で
あ
る
取
締
役
会
に
よ
る
承
認
の
後
に
、
下
位
機
関
で
あ
る
監
査
委
員
会
の
監

査
を
行
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る（

（1
（

。

　

会
社
法
で
は
、
ま
ず
会
社
が
計
算
書
類
を
作
成
し
（
会
社
法
四
三
五
条
二
項
）、
こ
れ
を
監
査
手
続
（
会
社
法
四
三
六
条
一
項
・
二

項
）
に
付
し
、
そ
の
後
に
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
（
会
社
法
四
三
六
条
三
項
）。
監
査
手
続
と
承
認
決
議

の
先
後
関
係
は
、
前
述
の
委
員
会
等
設
置
会
社
の
規
整
を
一
般
化
し
た
こ
と
に
な
る（

（1
（

。
前
述
の
と
お
り
、
会
社
法
制
定
前
は
、
委
員

会
等
設
置
会
社
を
除
く
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
の
決
議
は
、
計
算
書
類
を
監
査
手
続
に
付
す
前

に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
会
社
法
が
こ
れ
と
異
な
る
規
整
を
採
用
し
た
趣
旨
に
つ
い
て
、
立
案
担
当
者
は
次
の
と
お

り
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
監
査
の
結
果
、
計
算
書
類
に
修
正
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
、「
す
で
に
取
締
役
会
の
承
認
に

よ
り
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
機
関
決
定
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
と
い
う
疑
義
が
あ
っ

た
」（

（1
（

う
え
、「
取
締
役
会
に
お
い
て
機
関
決
定
す
る
際
に
は
、
監
査
意
見
を
参
照
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
」（

（2
（

と
す
る
。

　

こ
う
し
た
立
案
担
当
者
の
説
明
を
前
提
と
す
れ
ば
、
会
社
法
下
に
お
け
る
取
締
役
会
に
よ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
に
関
し
て
、

次
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
計
算
書
類
の
作
成
は
監
査
手
続
よ
り
前
に
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
（
会
社
法
四
三

五
条
二
項
、
四
三
六
条
一
項
・
二
項
参
照
）、
そ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
は
当
該
計
算
書
類
に
つ
き
何
ら
の
決
議
も
行
う
必

要
は
な
く
（
任
意
に
行
う
こ
と
は
妨
げ
な
い
）、
た
だ
監
査
手
続
後
に
の
み
、
会
社
法
四
三
六
条
三
項
が
定
め
る
承
認
決
議
を
行
え
ば

足
り
る
こ
と
と
な
る（

（2
（

。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、（
委
員
会
等
設
置
会
社
を
除
く
株
式
会
社
に
お
い
て
）
計
算
書
類
を
監
査
手
続
に
付
す
前



455

違法な内容の計算書類の承認決議

に
、
当
該
計
算
書
類
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
決
議
を
要
す
る
と
い
う
、
会
社
法
制
定
前
に
お
け
る
学
説
の
一
般
的
理
解
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
会
社
法
四
三
六
条
三
項
が
定
め
る
取
締
役
会
に
お
い
て
は
、
監
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
計
算
書
類
の
修

正
の
要
否
や
修
正
方
法
に
つ
き
審
議
を
行
い
、
修
正
を
要
す
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
計
算
書
類
を
承
認
せ
ず
、
内
容
を
適
宜
修
正

す
る
旨
の
決
議
を
な
す
こ
と
も
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
内
容
の
同
一
性
を
損
な
わ
な
い
程
度
の
軽
微
な
修
正
は
格
別
と
し
て
も
、
取
締
役
会
に
お
い
て
計
算
書
類
の
内

容
を
修
正
し
た
場
合
に
は
、
修
正
後
の
計
算
書
類
に
つ
き
、
再
度
の
監
査
手
続
を
行
わ
ず
に
取
締
役
会
で
承
認
す
る
こ
と
を
認
め
る

の
は
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
こ
れ
を
認
め
る
と
、
監
査
を
受
け
て
い
な
い
貸
借
対
照
表
の
計
数
を
基
礎
と
し
て
分
配
可

能
額
を
算
定
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
会
社
法
四
三
七
条
に
基
づ
き
定
時
株
主
総
会
に
提
供
さ
れ
る
書
類
の
う
ち
、
計
算
書
類
は
修
正

済
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
監
査
報
告
（
お
よ
び
会
計
監
査
報
告
）
は
修
正
前
の
計
算
書
類
を
対
象
と
す
る
と
い
う
点
に
齟
齬
が
生

じ
る
か
ら
で
あ
る
。
監
査
を
受
け
た
計
算
書
類
に
つ
き
、
会
社
法
四
三
六
条
三
項
の
取
締
役
会
で
審
議
を
行
っ
た
結
果
、
内
容
の
修

正
を
要
す
る
と
取
締
役
会
が
判
断
し
た
場
合
に
は
、
承
認
決
議
を
行
わ
ず
、
取
締
役
会
が
計
算
書
類
の
作
成
権
限
に
基
づ
い
て
必
要

な
修
正
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
修
正
後
の
計
算
書
類
に
つ
き
、
あ
ら
た
め
て
監
査
手
続
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う

（
会
社
法
四
三
六
条
一
項
ま
た
は
二
項
一
号
）。

　

取
締
役
会
が
監
査
結
果
を
踏
ま
え
て
計
算
書
類
の
内
容
に
つ
き
審
議
を
行
い
、
必
要
で
あ
れ
ば
修
正
・
再
監
査
を
行
っ
た
の
ち
、

も
は
や
さ
ら
な
る
修
正
は
要
し
な
い
と
取
締
役
会
が
判
断
し
た
段
階
で
、
そ
の
計
算
書
類
に
対
し
て
承
認
決
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
（
会
社
法
四
三
六
条
三
項
）。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
修
正
も
含
め
て
、
お
よ
そ
計
算
書
類
の
作
成
行
為
は
、
計
算

書
類
を
監
査
手
続
（
当
初
の
監
査
手
続
後
に
計
算
書
類
の
内
容
を
修
正
し
た
場
合
に
は
、
修
正
後
の
計
算
書
類
を
対
象
と
す
る
再
度
の
監
査

手
続
）
に
付
す
段
階
で
、
す
で
に
完
了
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
会
社
法
四
三
六
条
三
項
が
定
め
る
取
締
役
会
の
承
認
決

議
は
、
計
算
書
類
の
作
成
行
為
（
計
算
書
類
の
内
容
の
決
定
行
為
）
と
は
別
個
の
手
続
と
し
て
理
解
し
う
る
。
会
社
法
が
計
算
書
類
の
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「
作
成
」（
四
三
五
条
二
項
）
と
「
承
認
」（
四
三
六
条
三
項
）
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
決
議
の
法
的
意
義
は
、
計
算
書
類
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の

慣
行
か
ら
逸
脱
し
な
い
正
確
な
内
容
で
作
成
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
修
正
を
要
し
な
い
旨
を
取
締
役
会
が
認
識
し
、
そ
の
認
識
を
決

議
の
形
で
表
明
す
る
も
の
（
観
念
の
通
知
ま
た
は
観
念
の
表
示
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
仮
に
承
認
決
議
の

対
象
で
あ
る
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
承
認
決
議
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
、
承
認
決
議
自
体
を
無
効
と
解
す
る
必
然
性
は
な
い
。
そ
し
て
、
承
認
決
議
は
計
算
書
類
の
作
成
行
為
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
承

認
決
議
を
無
効
と
解
さ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
内
容
に
重
要
な
違
法
の
あ
る
貸
借
対
照
表
の
数
値
に
基
づ
い
て
分
配
可
能
額
を
算
定

す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
会
社
の
会
計
は
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
従
う
も
の
と
さ
れ
る
か
ら

（
会
社
法
四
三
一
条
）、
貸
借
対
照
表
の
計
数
が
分
配
可
能
額
の
算
定
の
出
発
点
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
貸
借
対
照

表
が
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
か
ら
逸
脱
し
な
い
内
容
で
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
仮
に
、
計
算
書
類
の
承
認
決
議
後
に
、
当
該
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
場
合
に
は
、
計
算

書
類
の
作
成
義
務
（
会
社
法
四
三
五
条
二
項
）
に
基
づ
き
、
取
締
役
会
は
当
該
計
算
書
類
の
内
容
を
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら

れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
か
ら
逸
脱
し
な
い
内
容
に
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
計
算
書
類
が
一
定
期
間
に
わ
た
り
備
置
き
お

よ
び
閲
覧
等
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
会
社
法
四
四
二
条
）、
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
修
正
前

の
計
算
書
類
を
対
象
と
す
る
定
時
株
主
総
会
・
取
締
役
会
の
承
認
決
議
自
体
を
無
効
と
解
す
る
必
然
性
が
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お

り
で
あ
り
、
修
正
後
の
計
算
書
類
に
つ
き
、
取
締
役
会
お
よ
び
株
主
総
会
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
承
認
決
議
を
行
う
こ
と
は
無
用
で

あ
る
。
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六　

お
わ
り
に

　

本
稿
に
お
け
る
検
討
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
法
下
で
は
、
計
算
書
類
の
承
認
決
議
に
つ
い
て
は
、
定
時

株
主
総
会
の
決
議
も
取
締
役
会
の
決
議
も
、
承
認
決
議
無
効
説
に
立
つ
必
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
承
認
決
議
無
効
説
に

立
た
な
い
場
合
に
は
、
分
配
可
能
額
の
算
定
に
つ
き
、
最
終
事
業
年
度
の
定
義
規
定
の
文
理
解
釈
に
よ
っ
て
、
会
社
法
制
定
前
の
考

え
方
と
同
様
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
定
時
株
主
総
会
に
よ
る
承
認
決
議
も
取
締
役
会
に
よ
る
承
認
決
議
も
、
そ

の
法
的
意
義
に
鑑
み
る
と
、
承
認
決
議
の
対
象
で
あ
る
計
算
書
類
の
内
容
に
重
要
な
違
法
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
承
認
決
議
自
体

の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
と
の
評
価
は
あ
た
ら
ず
、
決
議
は
無
効
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
両
決
議
の
有
効
性
を
統
一
的
に
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
設
置
会
社
で
な
い
株
式
会
社
、
お
よ
び
取
締
役
会
設
置
会
社
の
う
ち
、
公
開
会
社
で
な
い

会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
っ
て
、
会
社
法
三
二
七
条
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
役
を
置
か
ず
、
か
つ
会
計
監
査
人
も
置

か
な
い
会
社
に
つ
い
て
は
、
検
討
対
象
外
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）　

大
島
一
輝
「
違
法
な
内
容
の
計
算
書
類
を
承
認
す
る
定
時
株
主
総
会
決
議
の
有
効
性
」
法
学
研
究
九
六
巻
一
号
（
二
〇
二
三
年
）
四

二
四
～
四
二
六
頁
。

（
2
）　

大
島
一
輝
「
取
締
役
会
に
よ
る
計
算
書
類
承
認
決
議
の
法
的
性
質
」
月
報
司
法
書
士
六
三
八
号
（
二
〇
二
五
年
）
四
五
～
五
三
頁
。

（
3
）　

取
締
役
会
設
置
会
社
の
う
ち
、
公
開
会
社
で
な
い
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
っ
て
、
会
社
法
三
二
七
条
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
き
監
査
役
を
置
か
ず
、
か
つ
会
計
監
査
人
も
置
か
な
い
会
社
は
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
の
検
討
対
象
外
と
す
る
。
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（
4
）　

な
お
、
計
算
書
類
を
承
認
す
る
定
時
株
主
総
会
お
よ
び
取
締
役
会
の
承
認
決
議
の
有
効
性
の
問
題
に
つ
き
、
日
本
私
法
学
会
第
八
八

回
大
会
に
て
個
別
報
告
を
行
っ
た
。
報
告
要
旨
は
、
私
法
八
七
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

（
5
）　

大
島
（
前
掲
・
注（
1
））
四
一
三
～
四
一
五
頁
。

（
6
）　

上
田
明
信
「
計
算
書
類
の
確
定
に
つ
い
て
」
産
業
経
理
二
六
巻
七
号
（
一
九
六
六
年
）
六
三
頁
、
服
部
栄
三
〔
稿
〕
大
森
忠
夫
ほ
か

〔
編
〕『
注
釈
会
社
法
（
6
）〔
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
）
四
二
頁
、
堀
裕
彦
「
計
算
書
類
の
確
定
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
法

学
論
集
三
四
巻
一
号
（
一
九
八
四
年
）
九
七
～
九
八
頁
、
本
間
輝
雄
〔
稿
〕
戸
田
修
三
ほ
か
〔
編
〕『
注
解
会
社
法
〔
下
巻
〕』（
青
林
書

院
、
一
九
八
七
年
）
五
六
八
頁
、
倉
沢
康
一
郎
〔
稿
〕
上
柳
克
郎
ほ
か
〔
編
集
代
表
〕『
新
版
注
釈
会
社
法
（
8
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八

七
年
）
八
一
～
八
二
頁
、
片
木
晴
彦
〔
稿
〕
江
頭
憲
治
郎
＝
弥
永
真
生
〔
編
〕『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
10
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一

年
）
三
七
八
頁
、
葉
玉
匡
美
ほ
か
〔
稿
〕
同
＝
和
久
友
子
〔
編
著
〕
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所
ほ
か
〔
監
修
〕『
Ｑ
＆
Ａ
決
算
修
正
の
実

務
詳
解
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
一
年
）
六
頁
、
秋
坂
朝
則
「
過
年
度
の
計
算
書
類
の
誤
謬
と
会
社
法
会
計
」
會
計
一
八
八
巻
三
号

（
二
〇
一
五
年
）
一
七
頁
、
久
保
大
作
「
不
正
な
内
容
を
含
む
計
算
書
類
の
承
認
と
分
配
可
能
額
算
定
の
関
係
に
つ
い
て
の
覚
書
」
黒
沼

悦
郎
＝
藤
田
友
敬
〔
編
〕『
企
業
法
の
進
路
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
三
八
九
～
三
九
〇
頁
。

（
7
）　

詳
細
は
、
大
島
（
前
掲
・
注（
1
））
四
二
一
～
四
二
四
頁
参
照
。

（
8
）　

久
保
（
前
掲
・
注（
6
））
三
八
六
～
三
九
一
頁
参
照
。

（
9
）　

久
保
（
前
掲
・
注（
6
））
四
〇
二
頁
。

（
10
）　

大
島
一
輝
「
計
算
書
類
の
内
容
の
違
法
と
分
配
可
能
額
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
六
一
～
三
六
二
頁
。

（
11
）　

詳
細
は
、
大
島
（
前
掲
・
注（
1
））
四
一
九
～
四
二
〇
、
四
二
二
頁
参
照
。

（
12
）　

泉
美
之
松
「
決
算
の
確
定
権
に
つ
い
て
」
産
業
経
理
二
六
巻
七
号
（
一
九
六
六
年
）
五
七
頁
。
山
村
忠
平
『
新
商
法
に
よ
る
株
式
会

社
監
査
』（
同
文
館
、
一
九
七
五
年
）
八
二
頁
も
同
旨
と
思
わ
れ
る
。

（
13
）　

高
田
源
清
「
計
算
書
類
の
決
定
権
者
」
企
業
会
計
六
巻
四
号
（
一
九
五
四
年
）
一
一
六
～
一
一
七
頁
、
吉
永
榮
助
〔
稿
〕
大
森
ほ
か

〔
編
〕（
前
掲
・
注（
6
））
四
六
〇
～
四
六
一
頁
。

（
14
）　

同
旨
、
宮
島
司
『
会
社
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
三
年
）
二
七
九
～
二
八
〇
頁
、
山
本
爲
三
郎
『
会
社
法
の
考
え
方
〔
第

一
三
版
〕』（
八
千
代
出
版
、
二
〇
二
四
年
）
二
四
九
頁
。
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
下
で
、
計
算
書
類
を
承
認
す
る
定
時
株
主
総
会
の
決
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議
の
法
的
性
質
を
観
念
の
通
知
ま
た
は
観
念
の
表
示
と
解
す
る
説
と
し
て
、
津
田
利
治
『
会
社
法
の
大
意
（
下
）〔
第
五
版
〕』（
慶
應
通

信
、
一
九
六
四
年
）
三
七
一
頁
、
並
木
和
夫
〔
報
告
〕
同
＝
倉
沢
康
一
郎
「
計
算
書
類
の
確
定
権
限
と
商
法
規
定
」
企
業
会
計
三
二
巻
一

号
（
一
九
八
〇
年
）
一
〇
六
頁
、
高
鳥
正
夫
『
会
社
法
〔
新
版
〕』（
慶
應
通
信
、
一
九
九
一
年
）
二
〇
三
頁
。

（
15
）　

詳
細
は
、
大
島
（
前
掲
・
注（
2
））
四
六
～
四
九
頁
参
照
。

（
16
）　

昭
和
五
六
年
改
正
前
商
法
下
の
学
説
と
し
て
、
服
部
栄
三
〔
稿
〕
大
森
忠
夫
ほ
か
〔
編
集
代
表
〕『
注
釈
会
社
法
（
6
）』（
有
斐
閣
、

一
九
七
〇
年
）
二
四
頁
、
今
井
宏
「
計
算
書
類
の
作
成
と
取
締
役
会
」
監
査
役
八
七
号
（
一
九
七
六
年
）
二
七
～
二
八
頁
な
ど
。
同
年
改

正
商
法
下
の
学
説
と
し
て
、
稲
葉
威
雄
『
改
正
会
社
法
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
一
九
八
二
年
）
三
二
六
頁
、
酒
巻
俊
雄
〔
稿
〕
上

柳
克
郎
ほ
か
〔
編
集
代
表
〕『
新
版
注
釈
会
社
法
（
8
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
四
二
～
四
三
頁
。

（
17
）　

始
関
正
光
「
平
成
一
四
年
改
正
商
法
の
解
説
（
8
）」
商
事
法
務
一
六
四
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
五
頁
。

（
18
）　

相
澤
哲
＝
岩
崎
友
彦
「
株
式
会
社
の
計
算
等
」
別
冊
商
事
法
務
二
九
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
五
頁
参
照
。

（
19
）　

相
澤
＝
岩
崎
（
前
掲
・
注（
18
））
一
二
五
頁
。

（
20
）　

相
澤
＝
岩
崎
（
前
掲
・
注（
18
））
一
二
五
頁
。
片
木
〔
稿
〕
江
頭
＝
弥
永
〔
編
〕（
前
掲
・
注（
6
））
三
七
二
頁
参
照
。

（
21
）　

会
社
法
下
の
学
説
に
は
、
監
査
手
続
前
の
段
階
で
は
取
締
役
会
に
よ
る
計
算
書
類
の
承
認
決
議
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
（
郡

谷
大
輔
＝
和
久
友
子
〔
編
著
〕
細
川
充
ほ
か
〔
著
〕『
会
社
法
の
計
算
詳
解
〔
第
二
版
〕』〔
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
八
年
〕
一
一
八
頁
、

片
木
〔
稿
〕
江
頭
＝
弥
永
〔
編
〕〔
前
掲
・
注（
6
）〕
三
七
三
頁
、
森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
〔
編
〕
宮
谷
隆
＝
奥
山
健
志
『
新
・
会

社
法
実
務
問
題
シ
リ
ー
ズ
四
〔
第
五
版
〕』〔
中
央
経
済
社
、
二
〇
二
一
年
〕
二
二
頁
）、
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
（
森
井
英

雄
『
新　
監
査
役
の
法
律
と
実
務
〔
改
訂
版
〕』〔
税
務
経
理
協
会
、
二
〇
一
二
年
〕
四
二
二
頁
）。




